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令和５年度自賠責制度広報・啓発事業への協力について（依頼） 

 

国土交通行政につきましては、平素からご支援、ご協力を賜り誠にありがと

うございます。 

さて、自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、交通事故が発生した

際の加害者の賠償責任を担保し被害者への基本的な対人賠償を確保するため、

すべてのクルマやバイクに加入が義務付けられている強制保険であります。 

しかしながら、有効期限切れ等によって、自賠責保険に加入していない無保

険車による交通事故が依然発生しており、その結果、加害者は処罰・処分の対

象となるばかりではなく、多額の賠償金を自己負担することとなり被害者への

損害賠償にも困難をきたすことになります。 

また、交通事故による死傷者数は年々減少傾向にはあるものの、依然として

高い水準にあり、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極め

て深刻な状況となっています。 

このため、国土交通省では、例年９月を「自賠責制度広報・啓発期間」とし

て、自賠責制度の重要性・役割、無保険車運行の違法性や損害賠償により加害

者家族も苦しむといった悲惨さ等を訴求し、自賠責保険への加入促進を図るた

めの広報・啓発活動を行っているところです。 

つきましては、趣旨をご理解いただき、広報誌等において記事を掲載してい

ただきたくお願い申し上げます。 

 

※ ご参考までに広報用例文を添付いたします。また、掲載時期につきまし

ては、弊省の広報・啓発期間（９月１日～３０日）に合わせていただけれ

ば幸いです。 

 

 なお、ご不明な点等につきましては、以下の問い合わせ先まで連絡願います。 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省中部運輸局自動車交通部旅客第一課 保障係 古久保、細見 

電話：０５２－９５２－８０３５ 

自賠責保険に関する情報 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jibai/



 

自賠責保険・自賠責共済 

のご案内 
 

なくそう。うっかり更新忘れ。 

 

交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和４年の事故発生

件数は約３０万件、死傷者数は約３６万人と、国民の誰もが交通事故の被害者

にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。 

 

交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲

惨な結果をもたらすものです。 

 

自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク等１台ごとに加入が義務づけ

られており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保

障する制度であり、被害者の救済を目的としています。 

 

 一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払い

のしくみなどを十分に理解・認識することがとても大切です。 

 

 

 
自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！ 

自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的と

して、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自

動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行すること

は法令違反ですのでご注意下さい！ 

四輪車ももちろんですが、特に、車検制度のない 250cc以下のバイク（原

動機付自転車・軽二輪自動車）は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意を！ 

なお、自賠責制度の詳しい内容は、http://www.jibai.jpでご覧になれま

す。 

 

http://www.jibai.jp/

